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髙
井
　
洋
一
　
議
員

子
育
て
世
代
へ
の
さ
ら
な

る
支
援
強
化
を

問①
現
在
、
県
下
の
子
ど
も
医

療
費
助
成
の
実
施
状
況
は
。

②
小
学
生
通
院
及
び
中
学
生

ま
で
実
施
し
た
場
合
の
助
成

に
要
す
る
医
療
費
は
。

③
市
の
人
口
を
増
や
す
た
め

に
も
、
中
学
生
ま
で
医
療
費

助
成
を
拡
大
す
べ
き
だ
。

答
　
市
民
福
祉
部
長

①
入
院
医
療
費
を
中
学
卒
業

ま
で
助
成
対
象
と
し
て
い
る

の
は
４
市
６
町
で
、
本
市
と

同
様
に
小
学
校
卒
業
ま
で
が

５
市
３
町
で
あ
る
。

　

小
学
校
３
年
生
ま
で
が
１

市
、
未
実
施
が
１
市
で
、
小

学
生
通
院
の
助
成
を
実
施
し

て
い
る
の
は
４
町
で
あ
る
。

（
平
成
２４
年
８
月
調
査
）

②
年
間
経
費
と
し
て
、
小
学

生
通
院
が
３
２
０
０
万
円
、

中
学
生
は
入
院
が
５
０
０
万

円
、
外
来
が
１
８
０
０
万
円

程
度
見
込
ま
れ
る
。

③
県
内
で
も
徐
々
に
助
成
拡

大
の
方
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

中
学
生
の
入
院
医
療
費
助
成

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

高
齢
者
等
へ
の
対
策
は

問①
伊
予
地
域
周
辺
部
の
買
物

弱
者
対
策
に
、
福
祉
バ
ス
利

用
は
で
き
な
い
か
。

　
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
運
用

改
善
策
の
検
討
結
果
は
。

②
手
す
り
の
設
置
、
段
差
解

消
等
、
高
齢
者
の
転
倒
防
止

対
策
の
検
討
結
果
は
。

答
　
総
務
部
長

①
福
祉
バ
ス
は
、
高
齢
者
福

祉
施
設
利
用
者
の
利
便
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
運
行
を
許

可
さ
れ
た
バ
ス
で
、
商
業
施

設
や
病
院
等
へ
の
移
動
の
た

め
に
利
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　

現
在
、
地
域
公
共
交
通
庁

内
検
討
委
員
会
で
、
伊
予
地

域
の
公
共
交
通
、
地
域
性
等

の
現
状
把
握
、
分
析
を
行
い
、

新
し
い
地
域
公
共
交
通
の
導

入
に
向
け
、
検
討
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
利
用
者
の
要
望
に

沿
っ
た
乗
降
場
所
の
拡
大
や

管
理
シ
ス
テ
ム
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
ア
ッ
プ
、
視
認
性
、
操
作

性
を
改
善
し
た
新
型
車
載
機

の
導
入
な
ど
、
効
果
的
、
効

率
的
な
運
行
に
向
け
た
取
り

組
み
を
行
っ
て
い
る
。

　

今
後
も
継
続
的
な
チ
ラ
シ

等
の
発
行
に
よ
り
、
さ
ら
な

る
利
用
促
進
を
図
り
、
利
便

性
の
高
い
公
共
交
通
機
関
と

な
る
よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

答
　
産
業
建
設
部
長

②
介
護
保
険
制
度
に
基
づ

き
、
要
介
護
及
び
要
支
援
の

認
定
を
受
け
た
人
に
対
し
、

手
す
り
の
設
置
や
段
差
解
消

の
ス
ロ
ー
プ
設
置
等
を
補
助

制
度
で
対
応
し
て
い
る
。

　

高
齢
者
に
対
す
る
介
護
予

防
と
し
て
、
住
宅
改
修
助
成

の
潜
在
ニ
ー
ズ
を
十
分
把
握

で
き
て
お
ら
ず
、
県
内
他
市

町
の
導
入
も
進
ん
で
い
な
い

状
況
で
あ
る
。
現
段
階
で
は
、

よ
り
一
層
の
調
査
研
究
を
進

め
な
が
ら
、
介
護
保
険
に
よ

る
住
宅
改
修
制
度
の
運
用
の

充
実
に
努
め
た
い
。

組
織
機
構
改
編
を
問
う

問　
来
年
度
の
改
編
（
案
）
で

は
、両
地
域
事
務
所
の
職
員
・

権
限
縮
小
が
含
ま
れ
、
到
底

賛
成
で
き
な
い
。
市
長
は「
一

体
感
の
醸
成
」
の
た
め
と
い

う
が
、
合
併
し
て
よ
か
っ
た

と
思
え
る
施
策
こ
そ
必
要
で

は
な
い
か
。
再
考
を
。

答
　
中
村
市
長

　

今
回
、
課
を
廃
止
す
る
こ

と
で
、
所
長
が
地
域
事
務
所

の
分
掌
事
務
を
直
接
取
り
扱

い
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。

所
長
の
職
位
は
課
長
級
を
考

え
て
い
る
が
、
市
の
経
営
者

会
議
に
は
出
席
し
、
こ
れ
ま

で
同
様
に
地
域
の
意
見
を
反

映
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。

　

地
域
事
務
所
で
担
任
し
て

い
た
各
種
観
光
イ
ベ
ン
ト
事

業
は
、
本
庁
で
一
元
的
に
担

当
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
地
域

単
位
で
取
り
組
ん
で
き
た
ノ

ウ
ハ
ウ
を
共
有
し
な
が
ら
、

伊
予
市
と
し
て
の
一
体
感
が

形
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
ま

で
以
上
に
効
果
的
で
効
率
的

な
事
業
の
実
施
が
期
待
で
き

る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

　

常
に
改
革
と
改
善
の
視
点

を
持
っ
て
、
組
織
体
制
や
事

務
分
掌
の
見
直
し
を
行
う
こ

と
で
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
効

率
化
と
市
勢
の
発
展
に
努
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

地
域
事
務
所
の
権
限
縮
小
と

い
っ
た
改
編
で
は
な
い
。


